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COVID-19 関連法令 (十)

仮払営業税の還付申請

営業税法第39条第2項の規定に基づき、零税率適用の物品

又は役務の販売、固定資産の取得、及び合併、譲渡、解散、

又は廃止による登記取消の申請以外の理由により仮受営

業税から控除できない仮払営業税については、次回以降の

営業税申告における仮受営業税から控除すべく繰越す必

要があります。但し、特殊な状況がある場合、財政部に還付

を申請することが出来ます。営業者の仮払営業税の還付申

請に協力するため、また作業手順の簡略化のため、財政部

は審査作業原則を制定し、財政部への承認申請は不要で

あるとして各地区国税局に柔軟に処理するよう委託しました。

適用範囲及び内容は次の通りです。

適用対象

2020年1月15日現在、営業税税籍の状況が営業中である営

業者

申請期間

即日より2021年6月30日まで

適用条件

仮払営業税額が有り、且つ中央目的事業主務機関から救

済又は売上高の急減
*
が認められた場合

*例：2020年1月からいずれかの連続2個月における平均営

業額が2019年12月より前の6個月又は前年同期平均営業

額に比べ15%以上減少した。

上限額：NT$30万

申請方法

申請書及び関連証明書類を添付し、所在地の国税局に提

出する。財政部ウェブサイト「財政部厳重特殊伝染性肺炎

専門ページ」(https://www.mof.gov.tw/covid19)内の「税務

支援」から検索又はダウンロードが可能 。

COVID-19の影響による経営困難な営業者のため、財政部は5月13日付で「財政部各地区国税局が営業者から厳重特

殊伝染性肺炎(COVID-19)の影響による仮払営業税の還付申請を受理した際の審査作業原則」(以下、審査作業原則)

を公布しました。付加価値型及び非付加価値型営業税法(以下、営業税法)第39条第2項但書規定に基づき仮払営業税

の還付を申請することが出来ます。

https://www.mof.gov.tw/covid19
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